
事業内訳（抜粋） 予算額（括弧は内数） 事業内訳（抜粋） 予算額（括弧は内数）

　
平
成
28
年
２
月
20
日
に
開
催
さ
れ
た
理

事
会
並
び
に
平
成
28
年
２
月
27
日
に
開
催

さ
れ
た
評
議
員
会
に
お
い
て
、
平
成
28
年

度
事
業
計
画
案
並
び
に
収
支
予
算
案
が
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

〔
会
　
議
〕

⑴
理
事
会

⑵
評
議
員
会

⑶
監
事
会

⑷
正
副
会
長
会
議

⑸
団
体
長
会
議

⑹
女
性
部
総
会
・
役
員
会

〔
事
　
業
〕

⑴
委
託
事
業
（
社
会
参
加
促
進
事
業
）

　
・
野
外
訓
練

⑵
教
養
訓
練
事
業

　
・
身
体
障
害
者
相
談
員
研
修
会

　
・
栃
身
連
主
催
研
修
会

　
・
女
性
部
交
流
研
修
会

　
・
関
係
団
体
主
催
研
修
会

⑶
身
障
者
ス
ポ
ー
ツ
振
興

　
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

　
・
栃
木
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

⑷
身
障
福
祉
思
想
の
普
及
啓
発

　
・
栃
身
連
会
報

　
・
日
身
連
会
報

　
・
日
本
身
体
障
害
者
福
祉
大
会

　
・
栃
木
県
民
福
祉
の
つ
ど
い

　
・
栃
木
県
障
害
者
文
化
祭

　
・
栃
木
県
身
体
障
害
者
福
祉
の
つ
ど
い

⑸
そ
の
他
の
事
業

　
・
Ｊ
Ｒ
ジ
パ
ン
グ
倶
楽
部
特
別
会
員

　
・
賛
助
会
員

平
成
28
年
度
事
業
計
画
案

　
　

 

並
び
に
収
支
予
算
案
承
認

平成28年度  収支予算
一般財団法人栃木県身体障害者福祉会連合会
（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

経常収益計

経常費用計

　事業費支出計

　管理費支出計

当期経常増減額

１　障害者福祉施策の総合的・計画的推進
　・とちぎ障害者プラン21の推進…………………
　・障害者理解促進と権利擁護の推進……………
　　　障害者理解促進・啓発事業
　　　障害者差別解消の推進
　　　障害者虐待防止体制の充実
　・障害者総合支援法の施行………………………
　・自立支援給付等の確保…………………………
　　　障害福祉サービス等
　　　自立支援医療（更生医療、精神通院医療）
　　　補装具
　　　軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
　　　市町村地域生活支援事業
　・障害児に対する福祉サービスの提供・確保…
　　　障害児入所支援
　　　障害児通所支援
　・障害者支援施設等の整備………………………

２　障害者の自立の促進
　・相談支援体制の充実……………………………
　　　障害者総合相談所等の運営
　　　発達障害者支援センターの運営
　　　高次脳機能障害支援体制の整備
　　　精神障害者地域移行支援
　　　障害者相談支援体制整備の推進
　　　障害者ケアマネジメントの推進
　　　自立支援協議会の開催
　　　ひきこもり対策の推進
　　　地域生活支援拠点の体制整備
　・保健･医療･福祉の連携によるサービス提供の充実…

1,106
12,730

（474）
（8,436）
（3,820）

4,408
10,342,602

（6,839,343）
（3,136,491）
（95,470）
（1,884）

（269,414）
1,270,887

（698,397）
（572,490）

98,863

137,109
（24,581）
（9,451）
（2,188）
（922）

（21,542）
（4,198）
（812）

（26,563）
（9,522）

352,493

項　目

3,399,840

4,000,000

3,062,400

937,600

△ 600,160

予 算 額

（単位：円）

第123号

平成28年度栃木県保健福祉部　障害福祉課予算概要　障害福祉課主管分（一般会計）17,188,352千円

３　障害者の安全で安心な暮らしの実現
　・経済的支援………………………………………
　　　重度心身障害者医療費助成
　　　特別障害者手当等
　　　特別児童扶養手当（支給事務費）
　　　心身障害者扶養共済
　・在宅重度心身障害児者の家族に対する支援……
　　　こども療育センターレスパイトケア

４　障害者の社会参加の促進
　・就業・雇用の促進…………………………………
　　　障害者就業・生活支援センター事業
　　　とちぎナイスハート推進事業
　　　一般就労移行スキルアップ事業
　　　福祉の担い手育成研修事業
　・スポーツ、文化芸術活動の振興…………………
　　　障害者スポーツの振興
　　　障害者スポーツ選手等育成・強化事業
　　　全国障害者スポーツ大会開催準備事業
　　　障害者文化祭の開催
　・社会参加の促進……………………………………
　　　障害者社会参加総合推進事業
　　　とちぎ視聴覚障害者情報センターの運営
　　　障害者保養センター那珂川苑の運営
　　　精神障害者社会参加総合推進事業

５　精神保健福祉対策の推進
　・適切な精神科医療の確保…………………………
　・精神保健福祉法の施行……………………………
　・精神保健福祉相談指導……………………………
　・自殺対策の推進……………………………………
　・精神保健福祉センターの管理運営………………

1,562,190
（1,201,385）
（60,836）
（5,749）

（294,220）
7,543

（7,543）

46,594
（37,488）
（4,512）
（1,502）
（3,092）

414,485
（400,152）
（11,929）
（404）
（2,000）

182,440
（34,140）
（76,219）
（69,655）
（2,426）

470,308
6,790
2,371
24,204
32,675

平成28年度身体障害者巡回相談

問 とちぎリハビリテーションセンター相談支援部
（TEL）028-623-7010（FAX）028-623-7255

６月８日(水)

７月14日(木)

８月25日(木)

９月29日(木)

10月12日(水)

11月17日(木)

12月15日(木)

１月19日(木)

２月９日(木)

トコトコ大田原

小山市保健・福祉センター

佐野市田沼中央公民館

芳賀町保健センター

那須烏山市保健福祉センター

日光市今市保健福祉センター

安足健康福祉センター

真岡市総合福祉保健センター

栃木市栃木保健福祉センター

開催日 会　場 住　所

［開催時間］午後２時～４時
＊相談をご希望の方は、お住まいの市町の障害福祉担当課にお
申込みください

＊お住まいの市町を問わず、ご希望の回をご利用になれます。
＊急遽日程変更となる場合もありますので、必ずご予約の上ご
利用ください。

主に身体に障害をお持ちになっている方を対象に、整形
外科医・リハビリ専門職・保健師等が次のような相談に
対応します。医学的な相談、補装具の相談、身体障害者
手帳の取得や等級変更に関する相談、リハビリ相談等。

問 栃木県保健福祉部　障害福祉課
（TEL）028-623-3490（FAX）028-623-3052

または､内閣府ホームページ
              http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

障害者差別解消法（正式名称：障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律）は、障害のある人への差別を
なくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会
をつくることを目ざしています。

主な内容
 ①国・地方公共団体及び民間事業者は不当な差別的取扱
いをしてはいけない

 ②国・地方公共団体は、合理的配慮をしなければならな
い（民間事業者は努力義務）

 ③国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のた
めの体制の整備をはかる

不当な差別的取扱いとは…
障害のある人に対して、正当な理由なくサービスの提供
を拒否・制限することです。

障害者への合理的配慮に欠ける行為とは…
障害のある人の社会生活における行動を妨げる社会的障
壁（※）を取り除く配慮を怠ることをいいます。
負担になりすぎない範囲で、個別の対応をすることが求
められています。障害のある人からなんらかの配慮を求
める意思の表明があったにもかかわらず対応しないこと
は、差別に当たります。
※社会的障壁
　障害がある人にとって日常生活または社会生活におい
て障壁となるような、社会における事物、制度、慣
行、観念などのこと

 ［例：街中の段差］３センチ程度の段差で車椅子は進めなくなります
 ［例：書類］難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
 ［例：ホームページ］すべて画像だと読み上げソフトが機能しません

差別解消のための取り組み義務について
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが
禁止され、障害者への合理的配慮が義務づけられていま
す。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは
禁止されています。

栃木県身体障害者福祉会連合会
（TEL）028-624-8408（FAX）028-624-8418

お申込み・問合せ先

大田原市
中央1丁目3-15
小山市
中央町2丁目2-21
佐野市
戸奈良町1-1
芳賀町
大字祖母井1090
那須烏山市
田野倉85-1
日光市
平ヶ崎109
足利市
真砂町1-1
真岡市
荒町110-1
栃木市
今泉町2丁目1-40

（単位：千円）

発  行  所

一般財団法人
栃木県身体障害者福祉会連合会
宇都宮市若草１丁目10番６号
とちぎ福祉プラザ２階

発 行 人　 麦   倉   仁   巳
TEL　028－624－8408
FAX　028－624－8418

むぎ　　　くら　　　 ひ と 　　　 み

ＪＲジパング倶楽部特別会員

身体障害者手帳により購入できる乗車券以外の急行券や
特急券が２～３割引で購入できる制度です。

加入資格

年 会 費

新規申込

更新申込

身体障害者手帳をお持ちの方
男性60歳以上、女性55歳以上

入会申込書と身体障害者手帳のコピーは郵
送、年会費は銀行振込でお願いしています。
詳細はお問い合わせください。

お手続きは年会費のお振込のみで完了です。

１，３５０円

平成28年４月１日に
『障害者差別解消法』が施行されます

不当な
差別的取扱い

不当な差別的取扱いが
法律により禁止されます

不当な差別的取扱いが
法律により禁止されます

障害者への
合理的配慮

合理的配慮を行うことが法律に
より義務づけられています

合理的配慮を行うよう努力
義務が課せられています

国の行政機関･地方公共団体等
（役所など）

民間事業者
（会社やお店など）

訃
　
報

栃
木
県
身
体
障
害
者

　
　
　
　
福
祉
会
連
合
会
評
議
員

塩
谷
町
身
体
障
害
者
福
祉
会
会
長

　
増
　
渕
　
利
　
夫
　
氏

平
成
27
年
12
月
24
日
永
眠

栃
木
県
身
体
障
害
者

　
　
　
　
福
祉
会
連
合
会
評
議
員

野
木
町
身
体
障
害
者
福
祉
会
会
長

　
中
　
村
　
　
　
聰
　
氏

平
成
28
年
3
月
3
日
永
眠

故
人
の
ご
功
績
を
偲
び
謹
ん
で

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

こ
の
機
関
紙
は
赤
い
羽
根
共
同
募
金

配
分
金
に
よ
り
発
行
し
て
い
ま
す

ま
す
　
　 

　 

ぶ
ち
　
　
　   

と
し
　
　
　    

お

な
か
　
　
　   

む
ら
　
　
　
　
　
　
　
　   

あ
き
ら

栃   身   連(1) 平成28年４月１日 栃   身   連 (4)平成28年４月１日



　
佐
野
市
身
体
障
が
い
者
福
祉
会
は
、

平
成
17
年
２
月
28
日
、
旧
佐
野
市
、
安

蘇
郡
田
沼
町
、
同
郡
葛
生
町
の
一
市
二
町

の
合
併
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
組
織
で
す
。

現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
は

４
４
０
３
名
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
人
を
合
わ
せ
る
と

６
１
６
１
名
。
し
か
し
福
祉
会
に
入
会

し
て
い
る
人
は
手
帳
交
付
数
の
一
割
程

度
で
、
高
齢
化
が
進
み
若
い
人
た
ち
の

入
会
申
込
者
も
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　
福
祉
会
の
活
動
内
容
と
し
て
は
、
会

員
の
親
睦
旅
行
、
役
員
研
修
、
ス
ポ
ー
ツ

大
会
、
特
に
足
利
市
で
行
わ
れ
る
両
毛

広
域
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
両
毛
地
区
広
域

行
政
推
進
協
議
会
の
一
事
業
と
し
て
開

始
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
56
年
に
ス

ポ
ー
ツ
教
室
と
し
て
始
ま
り
、
昭
和
59

年
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
大
会
と
し
て
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
６
年
度
か
ら
は
競

技
種
目
を
「
輪
投
げ
、
シ
ャ
ッ
フ
ル
ボ
ー

ド
」
と
し
て
行
っ
て
い
て
、
現
在
で
は

「
ス
カ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ダ
ー
ツ
」
と
の
隔

年
競
技
開
催
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
因
み
に
27
年
度
は
、
第
32
回
大
会
と

な
り
、
先
輩
た
ち
の
努
力
が
う
か
が
わ

れ
る
歴
史
あ
る
大
会
で
も
あ
り
、
何
よ

り
も
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
両
市
の
障
が

い
者
の
交
流
の
場
と
し
て
末
永
く
継
続

で
き
た
ら
と
思
う
次
第
で
す
。

　
ま
た
、
田
沼
ア
リ
ー
ナ
で
行
わ
れ
る

ス
ポ
ー
ツ
教
室
は
参
加
者
も
多
く
、
会

員
の
皆
さ
ん
の
楽
し
み
の
一
つ
で
も
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
各
支
部
に
お
い
て
、
カ
ラ

オ
ケ
、
美
術
館
見
学
、
手
芸
、
ス
ポ
ー

ツ
交
流
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
催
し
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
カ
ラ
オ
ケ
は
得
意

な
会
員
が
多
い
の
で
、
佐
野
市
主
催
で

行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
カ
ラ
オ
ケ
大
会
で
は

毎
年
、
福
祉
会
会
員
が
１
位
、
２
位
を

独
占
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
栃
木
県
で
行
わ
れ
る
各
行
事

に
は
役
員
は
も
ち
ろ
ん
会
員
の
皆
さ
ん

に
も
で
き
る
限
り
参
加
し
て
も
ら
え
る

よ
う
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

　
障
が
い
を
も
つ
者
同
士
が
出
会
い
、

ふ
れ
あ
い
、
楽
し
い
生
き
が
い
の
あ
る

生
活
が
で
き
る
よ
う
願
い
、
活
動
を
続

け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
福
祉
会
だ
よ
り

平
成
28
年
度

栃
身
連
会
議
・
関
係
行
事
等
予
定
表

４
／
２
㈯

４
／
23
㈯

４
／
27
㈬

５
／
12
㈭

５
／
25
㈬

６
／
３
㈮

７
／
10
㈰

８
／
１
㈪

８
／
26
㈮

９
／
25
㈰

12
／
２
㈮

10
／
22
㈯

　
〜
24
㈪

6
／
16
㈭

　
〜
17
㈮

10
／
28
㈮

　
〜
29
㈯

１
／
中
旬

〈栃木県障害者スポーツ大会〉

〈研修旅行〉

〈両毛広域スポーツ大会〉

栃
身
連
女
性
部
総
会・研
修
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
監
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

日
本
身
体
障
害
者
福
祉
大
会

〈
京
都
府
〉

栃
身
連
評
議
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

関
東
甲
信
越
静
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
春
季
団
体
長
会
議

〈
チ
サ
ン
ホ
テ
ル
宇
都
宮
〉

関
東
甲
信
越
静
ブ
ロ
ッ
ク
相
談
員
研
修
会

〈
新
潟
市
〉

栃
身
連
研
修
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
木
県
民
福
祉
の
つ
ど
い

〈
栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
〉

栃
木
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

〈
県
総
合
運
動
公
園
〉

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会〈岩

手
県
〉

栃
木
県
障
害
者
文
化
祭

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
木
県
身
体
障
害
者
福
祉
の
つ
ど
い

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
団
体
長
会
議

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
女
性
部
役
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
評
議
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

予  

定

２
／
上
旬

予  

定

２
／
中
旬

予  

定

３
／
上
旬

※

女
性
部
主
催
行
事
に
つ
い
て
は

　
　
次
号
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

予  

定

平
成
27
年
度 

県
委
託
事
業
『
野
外
訓
練
』

●
６
月
15
日
　
東
京
都

　
国
立
劇
場
　
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室

　
気
軽
に
伝
統
芸
能
の
生
の
舞
台
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
に
、
国
立
劇
場
で
は
「
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
出
演
者
に
よ
る
「
歌
舞
伎
の
み
か

た
」
の
解
説
後
、
名
作
「
壺
坂
霊
験
記
」
の
上
映
が
あ

り
、
初
め
て
の
方
に
も
親
し
め
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
バ
ス
は
皇
居
周
辺
を
回
り
車
窓
か
ら
の
風
景
を
楽
し

み
な
が
ら
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

●
７
月
27
日
　
長
野
県

　
富
士
見
高
原
　
花
の
里

　
八
ヶ
岳
の
裾
野
に
位
置
す
る
富
士
見
高
原
。
花
の
里
で

は
ユ
リ
と
百
日
草
が
見
頃
を
迎
え
、
さ
わ
や
か
な
高
原
の

風
を
感
じ
な
が
ら
、
色
と
り
ど
り
の
花
畑
を
楽
し
み
ま
し

た
。
ま
た
、
自
動
運
転
の
遊
覧
カ
ー
ト
に
乗
っ
て
展
望
台

ま
で
登
り
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
富
士
山
・
北

岳
・
奥
穂
高
岳
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

●
９
月
７
日
　
福
島
県

　
南
会
津
　
そ
ば
畑

　
標
高
１
０
０
０
ｍ
の
た
か
つ
え
高
原
は
寒
暖
差
の
あ
る

気
候
が
適
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
ば
の
栽
培
が
盛
ん
で

す
。
見
頃
は
少
し
過
ぎ
て
い
ま
し
た
が
、
一
面
に
白
い
そ

ば
の
花
が
広
が
る
光
景
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し

た
。
ま
た
、
写
真
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
猿
楽
台
地

の
そ
ば
畑
に
も
立
ち
寄
り
散
策
を
楽
し
み
ま
し
た
。

●
10
月
５
日
　
茨
城
県

　
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
と
ひ
た
ち
海
浜
公
園

　
茨
城
県
日
立
市
の
日
立
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る

最
新
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
は
解
説
員
に
よ
る
生
の
解
説

で
今
夜
の
星
空
の
紹
介
や
、
秋
の
星
座
な
ど
美
し
い
星
空

を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
午
後
か
ら
は
ひ
た
ち
な
か
市
に
あ
る

国
営
の
ひ
た
ち
海
浜
公
園
へ
移
動
、
シ
ー
サ
イ
ド
ト
レ
イ

ン
に
乗
車
し
、
広
い
園
内
を
楽
々
周
遊
、
「
み
は
ら
し
の

丘
」
で
途
中
下
車
し
ま
し
た
。
モ
コ
モ
コ
、
ま
る
ま
る
、

ふ
わ
ふ
わ
の
『
コ
キ
ア
』
で
一
面
覆
わ
れ
る
丘
は
夏
の
緑

色
か
ら
紅
葉
し
始
め
て
お
り
、
赤
と
緑
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
が
美
し
い
景
観
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

県
委
託
事
業
の
参
加
者
募
集
は
「
県
民
だ
よ
り
」

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
栃
木
県
及
び
当
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
広
報
し
て
い
ま
す
。

佐
野
市
身
体
障
が
い
者
福
祉
会

　
　  
会
　長

　横
　塚
　武
　夫

よ
こ
　
　
　づ
か
　
　
　た
け
　
　
　  

お

栃   身   連(3) 平成28年４月１日 栃   身   連 (2)平成28年４月１日



　
佐
野
市
身
体
障
が
い
者
福
祉
会
は
、

平
成
17
年
２
月
28
日
、
旧
佐
野
市
、
安

蘇
郡
田
沼
町
、
同
郡
葛
生
町
の
一
市
二
町

の
合
併
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
組
織
で
す
。

現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
は

４
４
０
３
名
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
人
を
合
わ
せ
る
と

６
１
６
１
名
。
し
か
し
福
祉
会
に
入
会

し
て
い
る
人
は
手
帳
交
付
数
の
一
割
程

度
で
、
高
齢
化
が
進
み
若
い
人
た
ち
の

入
会
申
込
者
も
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　
福
祉
会
の
活
動
内
容
と
し
て
は
、
会

員
の
親
睦
旅
行
、
役
員
研
修
、
ス
ポ
ー
ツ

大
会
、
特
に
足
利
市
で
行
わ
れ
る
両
毛

広
域
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
両
毛
地
区
広
域

行
政
推
進
協
議
会
の
一
事
業
と
し
て
開

始
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
56
年
に
ス

ポ
ー
ツ
教
室
と
し
て
始
ま
り
、
昭
和
59

年
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
大
会
と
し
て
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
６
年
度
か
ら
は
競

技
種
目
を
「
輪
投
げ
、
シ
ャ
ッ
フ
ル
ボ
ー

ド
」
と
し
て
行
っ
て
い
て
、
現
在
で
は

「
ス
カ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ダ
ー
ツ
」
と
の
隔

年
競
技
開
催
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
因
み
に
27
年
度
は
、
第
32
回
大
会
と

な
り
、
先
輩
た
ち
の
努
力
が
う
か
が
わ

れ
る
歴
史
あ
る
大
会
で
も
あ
り
、
何
よ

り
も
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
両
市
の
障
が

い
者
の
交
流
の
場
と
し
て
末
永
く
継
続

で
き
た
ら
と
思
う
次
第
で
す
。

　
ま
た
、
田
沼
ア
リ
ー
ナ
で
行
わ
れ
る

ス
ポ
ー
ツ
教
室
は
参
加
者
も
多
く
、
会

員
の
皆
さ
ん
の
楽
し
み
の
一
つ
で
も
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
各
支
部
に
お
い
て
、
カ
ラ

オ
ケ
、
美
術
館
見
学
、
手
芸
、
ス
ポ
ー

ツ
交
流
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
催
し
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
カ
ラ
オ
ケ
は
得
意

な
会
員
が
多
い
の
で
、
佐
野
市
主
催
で

行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
カ
ラ
オ
ケ
大
会
で
は

毎
年
、
福
祉
会
会
員
が
１
位
、
２
位
を

独
占
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
栃
木
県
で
行
わ
れ
る
各
行
事

に
は
役
員
は
も
ち
ろ
ん
会
員
の
皆
さ
ん

に
も
で
き
る
限
り
参
加
し
て
も
ら
え
る

よ
う
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

　
障
が
い
を
も
つ
者
同
士
が
出
会
い
、

ふ
れ
あ
い
、
楽
し
い
生
き
が
い
の
あ
る

生
活
が
で
き
る
よ
う
願
い
、
活
動
を
続

け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
域
福
祉
会
だ
よ
り

平
成
28
年
度

栃
身
連
会
議
・
関
係
行
事
等
予
定
表

４
／
２
㈯

４
／
23
㈯

４
／
27
㈬

５
／
12
㈭

５
／
25
㈬

６
／
３
㈮

７
／
10
㈰

８
／
１
㈪

８
／
26
㈮

９
／
25
㈰

12
／
２
㈮

10
／
22
㈯

　
〜
24
㈪

6
／
16
㈭

　
〜
17
㈮

10
／
28
㈮

　
〜
29
㈯

１
／
中
旬

〈栃木県障害者スポーツ大会〉

〈研修旅行〉

〈両毛広域スポーツ大会〉

栃
身
連
女
性
部
総
会・研
修
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
監
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

日
本
身
体
障
害
者
福
祉
大
会

〈
京
都
府
〉

栃
身
連
評
議
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

関
東
甲
信
越
静
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
春
季
団
体
長
会
議

〈
チ
サ
ン
ホ
テ
ル
宇
都
宮
〉

関
東
甲
信
越
静
ブ
ロ
ッ
ク
相
談
員
研
修
会

〈
新
潟
市
〉

栃
身
連
研
修
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
木
県
民
福
祉
の
つ
ど
い

〈
栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
〉

栃
木
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

〈
県
総
合
運
動
公
園
〉

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会〈岩

手
県
〉

栃
木
県
障
害
者
文
化
祭

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
木
県
身
体
障
害
者
福
祉
の
つ
ど
い

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
団
体
長
会
議

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
女
性
部
役
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
理
事
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

栃
身
連
評
議
員
会

〈
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
〉

予  

定

２
／
上
旬

予  

定

２
／
中
旬

予  

定

３
／
上
旬

※

女
性
部
主
催
行
事
に
つ
い
て
は

　
　
次
号
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

予  

定

平
成
27
年
度 

県
委
託
事
業
『
野
外
訓
練
』

●
６
月
15
日
　
東
京
都

　
国
立
劇
場
　
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室

　
気
軽
に
伝
統
芸
能
の
生
の
舞
台
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
に
、
国
立
劇
場
で
は
「
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
出
演
者
に
よ
る
「
歌
舞
伎
の
み
か

た
」
の
解
説
後
、
名
作
「
壺
坂
霊
験
記
」
の
上
映
が
あ

り
、
初
め
て
の
方
に
も
親
し
め
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
バ
ス
は
皇
居
周
辺
を
回
り
車
窓
か
ら
の
風
景
を
楽
し

み
な
が
ら
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

●
７
月
27
日
　
長
野
県

　
富
士
見
高
原
　
花
の
里

　
八
ヶ
岳
の
裾
野
に
位
置
す
る
富
士
見
高
原
。
花
の
里
で

は
ユ
リ
と
百
日
草
が
見
頃
を
迎
え
、
さ
わ
や
か
な
高
原
の

風
を
感
じ
な
が
ら
、
色
と
り
ど
り
の
花
畑
を
楽
し
み
ま
し

た
。
ま
た
、
自
動
運
転
の
遊
覧
カ
ー
ト
に
乗
っ
て
展
望
台

ま
で
登
り
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
富
士
山
・
北

岳
・
奥
穂
高
岳
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

●
９
月
７
日
　
福
島
県

　
南
会
津
　
そ
ば
畑

　
標
高
１
０
０
０
ｍ
の
た
か
つ
え
高
原
は
寒
暖
差
の
あ
る

気
候
が
適
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
ば
の
栽
培
が
盛
ん
で

す
。
見
頃
は
少
し
過
ぎ
て
い
ま
し
た
が
、
一
面
に
白
い
そ

ば
の
花
が
広
が
る
光
景
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し

た
。
ま
た
、
写
真
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
猿
楽
台
地

の
そ
ば
畑
に
も
立
ち
寄
り
散
策
を
楽
し
み
ま
し
た
。

●
10
月
５
日
　
茨
城
県

　
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
と
ひ
た
ち
海
浜
公
園

　
茨
城
県
日
立
市
の
日
立
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る

最
新
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
は
解
説
員
に
よ
る
生
の
解
説

で
今
夜
の
星
空
の
紹
介
や
、
秋
の
星
座
な
ど
美
し
い
星
空

を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
午
後
か
ら
は
ひ
た
ち
な
か
市
に
あ
る

国
営
の
ひ
た
ち
海
浜
公
園
へ
移
動
、
シ
ー
サ
イ
ド
ト
レ
イ

ン
に
乗
車
し
、
広
い
園
内
を
楽
々
周
遊
、
「
み
は
ら
し
の

丘
」
で
途
中
下
車
し
ま
し
た
。
モ
コ
モ
コ
、
ま
る
ま
る
、

ふ
わ
ふ
わ
の
『
コ
キ
ア
』
で
一
面
覆
わ
れ
る
丘
は
夏
の
緑

色
か
ら
紅
葉
し
始
め
て
お
り
、
赤
と
緑
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
が
美
し
い
景
観
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

県
委
託
事
業
の
参
加
者
募
集
は
「
県
民
だ
よ
り
」

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
栃
木
県
及
び
当
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
広
報
し
て
い
ま
す
。

佐
野
市
身
体
障
が
い
者
福
祉
会

　
　  

会
　長

　横
　塚
　武
　夫

よ
こ
　
　
　づ
か
　
　
　た
け
　
　
　  

お

栃   身   連(3) 平成28年４月１日 栃   身   連 (2)平成28年４月１日



事業内訳（抜粋） 予算額（括弧は内数） 事業内訳（抜粋） 予算額（括弧は内数）

　
平
成
28
年
２
月
20
日
に
開
催
さ
れ
た
理

事
会
並
び
に
平
成
28
年
２
月
27
日
に
開
催

さ
れ
た
評
議
員
会
に
お
い
て
、
平
成
28
年

度
事
業
計
画
案
並
び
に
収
支
予
算
案
が
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

〔
会
　
議
〕

⑴
理
事
会

⑵
評
議
員
会

⑶
監
事
会

⑷
正
副
会
長
会
議

⑸
団
体
長
会
議

⑹
女
性
部
総
会
・
役
員
会

〔
事
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⑴
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業
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社
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進
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業
）

　
・
野
外
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練

⑵
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養
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・
身
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者
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・
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催
研
修
会

　
・
女
性
部
交
流
研
修
会

　
・
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体
主
催
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⑶
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全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
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・
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県
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者
ス
ポ
ー
ツ
大
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⑷
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・
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者
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・
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並
び
に
収
支
予
算
案
承
認

平成28年度  収支予算
一般財団法人栃木県身体障害者福祉会連合会
（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

経常収益計

経常費用計

　事業費支出計

　管理費支出計

当期経常増減額

１　障害者福祉施策の総合的・計画的推進
　・とちぎ障害者プラン21の推進…………………
　・障害者理解促進と権利擁護の推進……………
　　　障害者理解促進・啓発事業
　　　障害者差別解消の推進
　　　障害者虐待防止体制の充実
　・障害者総合支援法の施行………………………
　・自立支援給付等の確保…………………………
　　　障害福祉サービス等
　　　自立支援医療（更生医療、精神通院医療）
　　　補装具
　　　軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
　　　市町村地域生活支援事業
　・障害児に対する福祉サービスの提供・確保…
　　　障害児入所支援
　　　障害児通所支援
　・障害者支援施設等の整備………………………

２　障害者の自立の促進
　・相談支援体制の充実……………………………
　　　障害者総合相談所等の運営
　　　発達障害者支援センターの運営
　　　高次脳機能障害支援体制の整備
　　　精神障害者地域移行支援
　　　障害者相談支援体制整備の推進
　　　障害者ケアマネジメントの推進
　　　自立支援協議会の開催
　　　ひきこもり対策の推進
　　　地域生活支援拠点の体制整備
　・保健･医療･福祉の連携によるサービス提供の充実…

1,106
12,730

（474）
（8,436）
（3,820）

4,408
10,342,602

（6,839,343）
（3,136,491）
（95,470）
（1,884）

（269,414）
1,270,887

（698,397）
（572,490）

98,863

137,109
（24,581）
（9,451）
（2,188）
（922）

（21,542）
（4,198）
（812）

（26,563）
（9,522）

352,493

項　目

3,399,840

4,000,000

3,062,400

937,600

△ 600,160

予 算 額

（単位：円）

第123号

平成28年度栃木県保健福祉部　障害福祉課予算概要　障害福祉課主管分（一般会計）17,188,352千円

３　障害者の安全で安心な暮らしの実現
　・経済的支援………………………………………
　　　重度心身障害者医療費助成
　　　特別障害者手当等
　　　特別児童扶養手当（支給事務費）
　　　心身障害者扶養共済
　・在宅重度心身障害児者の家族に対する支援……
　　　こども療育センターレスパイトケア

４　障害者の社会参加の促進
　・就業・雇用の促進…………………………………
　　　障害者就業・生活支援センター事業
　　　とちぎナイスハート推進事業
　　　一般就労移行スキルアップ事業
　　　福祉の担い手育成研修事業
　・スポーツ、文化芸術活動の振興…………………
　　　障害者スポーツの振興
　　　障害者スポーツ選手等育成・強化事業
　　　全国障害者スポーツ大会開催準備事業
　　　障害者文化祭の開催
　・社会参加の促進……………………………………
　　　障害者社会参加総合推進事業
　　　とちぎ視聴覚障害者情報センターの運営
　　　障害者保養センター那珂川苑の運営
　　　精神障害者社会参加総合推進事業

５　精神保健福祉対策の推進
　・適切な精神科医療の確保…………………………
　・精神保健福祉法の施行……………………………
　・精神保健福祉相談指導……………………………
　・自殺対策の推進……………………………………
　・精神保健福祉センターの管理運営………………

1,562,190
（1,201,385）
（60,836）
（5,749）

（294,220）
7,543

（7,543）

46,594
（37,488）
（4,512）
（1,502）
（3,092）

414,485
（400,152）
（11,929）
（404）
（2,000）

182,440
（34,140）
（76,219）
（69,655）
（2,426）

470,308
6,790
2,371
24,204
32,675

平成28年度身体障害者巡回相談

問 とちぎリハビリテーションセンター相談支援部
（TEL）028-623-7010（FAX）028-623-7255

６月８日(水)

７月14日(木)

８月25日(木)

９月29日(木)

10月12日(水)

11月17日(木)

12月15日(木)

１月19日(木)

２月９日(木)

トコトコ大田原

小山市保健・福祉センター

佐野市田沼中央公民館

芳賀町保健センター

那須烏山市保健福祉センター

日光市今市保健福祉センター

安足健康福祉センター

真岡市総合福祉保健センター

栃木市栃木保健福祉センター

開催日 会　場 住　所

［開催時間］午後２時～４時
＊相談をご希望の方は、お住まいの市町の障害福祉担当課にお
申込みください

＊お住まいの市町を問わず、ご希望の回をご利用になれます。
＊急遽日程変更となる場合もありますので、必ずご予約の上ご
利用ください。

主に身体に障害をお持ちになっている方を対象に、整形
外科医・リハビリ専門職・保健師等が次のような相談に
対応します。医学的な相談、補装具の相談、身体障害者
手帳の取得や等級変更に関する相談、リハビリ相談等。

問 栃木県保健福祉部　障害福祉課
（TEL）028-623-3490（FAX）028-623-3052

または､内閣府ホームページ
              http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

障害者差別解消法（正式名称：障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律）は、障害のある人への差別を
なくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会
をつくることを目ざしています。

主な内容
 ①国・地方公共団体及び民間事業者は不当な差別的取扱
いをしてはいけない

 ②国・地方公共団体は、合理的配慮をしなければならな
い（民間事業者は努力義務）

 ③国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のた
めの体制の整備をはかる

不当な差別的取扱いとは…
障害のある人に対して、正当な理由なくサービスの提供
を拒否・制限することです。

障害者への合理的配慮に欠ける行為とは…
障害のある人の社会生活における行動を妨げる社会的障
壁（※）を取り除く配慮を怠ることをいいます。
負担になりすぎない範囲で、個別の対応をすることが求
められています。障害のある人からなんらかの配慮を求
める意思の表明があったにもかかわらず対応しないこと
は、差別に当たります。
※社会的障壁
　障害がある人にとって日常生活または社会生活におい
て障壁となるような、社会における事物、制度、慣
行、観念などのこと

 ［例：街中の段差］３センチ程度の段差で車椅子は進めなくなります
 ［例：書類］難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
 ［例：ホームページ］すべて画像だと読み上げソフトが機能しません

差別解消のための取り組み義務について
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが
禁止され、障害者への合理的配慮が義務づけられていま
す。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは
禁止されています。

栃木県身体障害者福祉会連合会
（TEL）028-624-8408（FAX）028-624-8418

お申込み・問合せ先

大田原市
中央1丁目3-15
小山市
中央町2丁目2-21
佐野市
戸奈良町1-1
芳賀町
大字祖母井1090
那須烏山市
田野倉85-1
日光市
平ヶ崎109
足利市
真砂町1-1
真岡市
荒町110-1
栃木市
今泉町2丁目1-40

（単位：千円）

発  行  所

一般財団法人
栃木県身体障害者福祉会連合会
宇都宮市若草１丁目10番６号
とちぎ福祉プラザ２階

発 行 人　 麦   倉   仁   巳
TEL　028－624－8408
FAX　028－624－8418

むぎ　　　くら　　　 ひ と 　　　 み

ＪＲジパング倶楽部特別会員

身体障害者手帳により購入できる乗車券以外の急行券や
特急券が２～３割引で購入できる制度です。

加入資格

年 会 費

新規申込

更新申込

身体障害者手帳をお持ちの方
男性60歳以上、女性55歳以上

入会申込書と身体障害者手帳のコピーは郵
送、年会費は銀行振込でお願いしています。
詳細はお問い合わせください。

お手続きは年会費のお振込のみで完了です。

１，３５０円

平成28年４月１日に
『障害者差別解消法』が施行されます

不当な
差別的取扱い

不当な差別的取扱いが
法律により禁止されます

不当な差別的取扱いが
法律により禁止されます

障害者への
合理的配慮

合理的配慮を行うことが法律に
より義務づけられています

合理的配慮を行うよう努力
義務が課せられています

国の行政機関･地方公共団体等
（役所など）

民間事業者
（会社やお店など）
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栃   身   連(1) 平成28年４月１日 栃   身   連 (4)平成28年４月１日


